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1１．マスメディア集中排除原則の見直しの方向性（案）

○ マスメディア集中排除原則は、「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送に
よる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」（放送法第91条第２項第１号）ため、放送の多元性・多様性・地域
性の確保を目指すもの。

○ 一の基幹放送事業者が二以上の基幹放送を行うこと（兼営）のほか、基幹放送事業者が「支配関係」を有する者を通じて二以
上の基幹放送を行うこと（支配）を原則として禁止。

○ 「支配関係」の基準※１（地上基幹放送の場合）
・議決権保有割合： 同一放送対象地域 1/10超、異なる放送対象地域 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※２の1/5超
・代表権を有する特定役員※２又は常勤の特定役員※２の兼任

○ 特例※１として、ラジオ４局特例、特定隣接地域特例、経営基盤強化計画認定制度における
役員兼任に係る特例、認定放送持株会社制度に係る特例等が設けられている。

○ マスメディア集中排除原則の政策目的は今なお重要であるが、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる現在
においては、その政策目的と政策手段の関係が必ずしも適合的とは言えなくなっている部分があるのではないか。経営の選択
肢を狭め、返って多元性等を損なうことにもなり兼ねないといった部分もあるのではないか。

○ マスメディア集中排除原則の政策手段が、放送番組の多様性・地域性の確保に必ずしもつながっていない部分もあるのではな
いか。

○ 経営基盤強化計画認定制度において役員兼任割合に係る特例が設けられているが、議決権保有割合に係る特例が設けられ
ていないほか、経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよくないという意見もある。

○ 事業者からは、経営の選択肢を増やす観点から、認定放送持株会社制度に係る特例等の緩和が要望されている。

１．現状

２．課題

（例）

※１ 支配関係の基準や特例は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに
表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）において規定。

※２ 特定役員とは、業務執行役員及び業務執行決定役員をいう。



2１．マスメディア集中排除原則の見直しの方向性（案）

 将来的な経営リスク顕在化の可能性に備え、放送事業者における経営の選択肢を増やし、迅速な対応が可能となるよう、
緩和の方向で検討すべきではないか。

【地上基幹放送関係】

 特にローカル局の経営力の向上を図り、隣接県に限らない経営の連携が可能とする観点からは、
①認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限（現行：12都道府県まで）の緩和のほか、
②認定放送持株会社制度によらない場合でも異なる放送対象地域に係る規制の緩和といった方策が考えられるのではないか。
・①について、緩和しつつも引き続き一定の数の制限を設けるべきか（その場合、具体的にどのような数が適当か）、あるいは制
限を撤廃すべきか。
・②としてどのような特例が考えられるか。現在認められている特定隣接地域特例を拡張し、隣接していない地域でも兼営・支配
を認めるべきか（ラジオ４局特例では、隣接していない地域での兼営・支配も可）。
・仮に②の議決権保有割合の制限を撤廃する場合、認定放送持株会社の認定効果※との関係性についてどう考えるか。
※ 認定放送持株会社の認定効果として、３分の1超の議決権を保有する地上基幹放送事業者を12都道府県まで傘下に収めることができる。

 他方、同一放送対象地域に係る支配関係の基準（現行：議決権保有割合1/10超）は、放送の多元性・多様性・地域性に与える
影響を考慮し、現状維持とすべきかどうか。

３．見直しの方向性（案）



3１．マスメディア集中排除原則の見直しの方向性（案）

【衛星基幹放送関係】

 認定放送持株会社制度の特例として認められている衛星基幹放送（BS放送)のトランスポンダ数の保有上限規制自体は、現時
点においてはBS放送に割り当てられる総トランスポンダ数に変更がないことに鑑みると、現状維持とすべきか。
・認定放送持株会社傘下の衛星基幹放送（BS放送）事業者については、当時の圧縮技術の制約等にも鑑み、「０．５トランスポン
ダ」までと規定し、特例として実質的に１チャンネルまで保有を認めたところ。
・他方、動画配信の拡大など市場環境の変化による視聴者及び放送事業者のニーズの多様化や、圧縮技術の高度化等の技術
の進展にも留意する必要が出てきているのではないか。
・ＢＳ放送に割り当てられる総トランスポンダ数が変わらない状況にあっても、圧縮技術の高度化等により、同じ帯域の中により多
くのチャンネルが収容できるようになり、画質の向上も図られるようになる。これにより、放送の多元性・多様性が一層確保される
と考えられるのではないか。

３．見直しの方向性（案）



放送法 第１条 （目的）

放送法 第２条３２号及び第９３条第１項

放送法 第９１条 （基幹放送普及計画）

放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること

放送が国民に最大限に普及されて、
その効用をもたらすことを保障すること

基幹放送（※）をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする

一の者が保有することができる放送局の数を制限することにより、

多元性、多様性、地域性の三原則を実現

基幹放送の業務の認定基準としてマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定

【参考】基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準（マスメディア集中排除原則）の概要

（※）基幹放送 ： 地上テレビジョン放送、地上ラジオ放送、コミュニティ放送、BS放送、東経110度CS放送 等
（東経124/128度CS放送、ケーブルテレビ等は含まれない）

＜認定基準のうちマスメディア集中排除原則の部分＞ （放送法第93条第１項第５号）

基幹放送業務を行おうとする者が、次のいずれにも該当しないこと。

イ 基幹放送事業者

ロ イに掲げる者に対して『支配関係』を有する者 （X）

ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して『支配関係』を有する場合におけるその者 （Y・Z） Ｙ

Ｚ

Ｘ

支配関係

支配関係

支配関係

基幹
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地上基幹放送（テレビ・ラジオ） 衛星基幹放送
（BS放送・東経110度CS）同一放送対象地域 異なる放送対象地域

【「支配関係」の基準】（第５条第２項・第６条）
・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【特定隣接地域特例】（第12条）
・特定隣接地域※２に放送対象地域が含まれる地上
基幹放送事業者（コミュニティ放送を除く。）又はそ
れを支配する者は、複数の同一メディア（テレビ又
はラジオ）の兼営・支配が可能。

【ラジオ（コミュニティ放送を除く。）４局特例】（第８条第２号・第４号）
・ラジオ放送（コミュニティ放送を除く。）は、放送対象地域の重複に関わらず、４局まで兼営・支配が可能。

【認定放送持株会社制度の特例】（第９条第２号）
・認定放送持株会社が1/3超の議決権割合を保有
する地上基幹放送事業者（テレビ・ラジオ）の放送
対象地域につき12都道府県まで。

【「支配関係」の基準】（第５条第１項・第６条）
・議決権保有割合： 1/10超
・役員兼任割合： 特定役員※１の1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【参考】 マスメディア集中排除原則の具体的規定の全体像（概要）

【テレビ兼営特例】（第８条第１号）
・テレビ放送事業者又はそれを支配する者は、異な
る放送対象地域のテレビ放送事業者を議決権保
有割合1/10超1/3以下の範囲内で兼営・支配する
ことが可能。

【コミュニティ放送特例】（第８条第３号）
・放送対象地域に同一の市区町村の区域を含むコ
ミュニティ放送は、複数（上限なし）の兼営・支配が可能。

【三事業支配の禁止の特例】（第８条第５号）
・ニュース又は情報の独占的頒布のおそれがないと
きは、三事業支配（新聞・テレビ・ラジオの支配）が可能。

【経営困難特例】（第11条）
・会社更生法の更生手続開始の決定を受けている場合等に該当する地上基幹放送事業者は、第８条第１号
から第５号までの特例の適用に当たり、地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

【経営基盤強化計画認定制度における役員兼任に係る特例】（第10条）
・認定経営基盤強化計画を提出した基幹放送事業者に対する特定役員兼任割合が1/5超1/3以下の場合は、
支配関係に該当しないものとみなす。

5

注） 条文番号は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）のもの。

※２ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうち
の特定の１の放送対象地域に他の全ての放送対象地域が隣接する
位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合。

※１ 業務執行役員及び業務執行決定役員。

【トラポン数上限】（第８条第６号）
○1/3超の議決権保有関係でつながる
グループ全体において、
・２K： 計４トラポン以下
・４K： 計４トラポン以下

〔地上基幹放送事業者及び衛星基幹放
送事業者をグループに含む場合〕
○上記条件に加え、以下の条件を満たす

ことが必要（第８条第７号イ・ロ）
・BS放送事業者への議決権保有割合
は1/3超1/2以下の範囲内
（一定の要件において当該議決権保有
関係を支配関係に該当しないとみなす）

・グループ全体の東経110度CS放送
は２トラポン以下

〔認定放送持株会社制度の特例〕（第９
条第３号）※４

○認定放送持株会社と1/3超の議決権
保有関係でつながるグループ全体
のBS放送は、
・２K： 計0.5トラポン以下
・４K： 計0.5トラポン以下

※４ 第８条第７号ロは適用。
※４ 第８条第７号イに適合する場合、この
特例は適用されず、第８条第６号が適用。

【「支配関係」の基準】（第５条第３
項・第６条）

・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※３の

1/5超
・代表権を有する特定役員※３又は
常勤の特定役員※３の兼任

※３ 業務執行決定役員であって業務執行役員で
ない者の数の業務執行決定役員の総数に占め
る割合が1/3を超えない場合、業務執行役員。



【参考】 マスメディア集中排除原則における「支配関係」の定義

乙県甲県

10％超の
保有不可

３分の１超の
保有不可

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複する場合）

10％を超えて保有＝
「支配関係」に該当

甲県

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複しない場合）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

10%超の保有＝
「支配関係」に該当

役員兼任による支配の例
（役員兼任比率：５分の１超）

役員兼任による支配の例
（代表役員、常勤役員の兼任）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
代表権有又は常勤の役員兼任＝

「支配関係」に該当
5分の1超の役員兼任＝

「支配関係」に該当

5分の1超の
役員兼任不可

代表権有又は常勤の
役員兼任不可

×
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「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」（関東・中京・近畿広域圏を除く。）の例

【参考】 特定隣接地域特例の概要

○ 同一メディア（テレビ又はラジオ（コミュニティ放送を除く。））について連携の対象となる全ての放送対象地域

が特定隣接地域※に含まれる場合：

⇒ 兼営・支配可（1/3超の議決権保有が可能）

※ 地上デジ投資によりローカル局は経営基盤の強化が必要となることから、経営の選択肢を増やすため制度化（平成15年）

※ 「地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合」も兼営・支配が可能

具体的な地域： 東北全県、九州全県、九州全県＋沖縄県

【参考】「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたらない例

放送対象地域であるA～E県が上のような地理的な位置

関係にある場合、Ｂ県に着目すると「他の全ての放送対
象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることに
なる

放送対象地域であるW～Z県が上図のような地理的な位置
関係にある場合、Y県に着目すると「他の全ての放送対象
地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることになる。

【例１】

A県 B県

D県 E県

C県 X県

Z県

Y県
W県

【例２】

放送対象地域であるL～O県が左図のような地理的な位置関係にあ

る場合は、いずれの県に着目しても「他の全ての放送対象地域が隣
接する位置関係にある場合」にあたらないことになる。

L県 M県

N県 O県

7

※ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうちの特定の１の放送対象地域に他の
全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合



8

○「地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当
する場合」（平成23年総務省告示第282号）

○特定隣接地域特例の原則
「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」（関東・中京・近畿広域圏を除く。）

（想定される事例）

・ 中国５県（広島県中心、山口県、島根県、鳥取県、岡山県）

・ 四国４県（徳島県中心、香川県、愛媛県、高知県）

・ 北陸３県（石川県中心、富山県、福井県）

・ 信越２県（長野県中心、新潟県）＋山梨県＋静岡県

・ 東北６県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

・ 九州７県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

・ 九州７県＋沖縄県

【参考】 特定隣接地域特例の概要（続き） 8



9

※12都道府県まで可（広域放送、県域放送の場合）

乙県
甲県

Ｂ社
（地上テレビ）

Ｃ社
（地上テレビ）

Ａ社
（地上テレビ）

議決権10分の1超
保有不可

Ｄ社
（地上テレビ）

丙県

× ×
※地上・地上の兼営不可

※関係会社間の支配関係不可
（10分の１超３分の１以下の議

決権保有の場合は可）

認定放送持株会社

Ｅ社
（地上テレビ）

丁県

×

議決権２分の1超
保有

議決権３分の1超
２分の１以下保有

議決権10分の1超
３分の１以下保有

議決権２分の1超
保有

※12のカウントには含めない

×

○ 認定放送持株会社制度は、総務大臣の認定を受けることにより、基幹放送事業について、持株会社によるグループ経営を
可能とする制度であり、平成１９年の放送法改正により創設。

○ 認定放送持株会社制度を活用する場合は、マスメディア集中排除原則の特例として、複数の基幹放送事業者を傘下に置く
ことが可能。

【参考】 認定放送持株会社制度におけるマスメディア集中排除原則の特例



【参考】 経営基盤強化計画認定制度の概要

○ 地域経済の低迷等に起因して放送事業者の経営状況が悪化する中、地域住民の生活に必要な基幹メディアとして存続
するために経営基盤の強化に早期かつ積極的に取り組むことを可能とする制度。

○ 経済事情の変動により放送系の数の目標の達成が困難となるおそれがある等と認められる放送対象地域を「指定放送
対象地域」として総務大臣が指定。

○ 「指定放送対象地域」に係る基幹放送事業者は、業務の合理化や組織の再編成等により収益性の向上を図る「経営基盤
強化計画」を作成し、総務大臣の認定を受けた場合、放送法・電波法の特例が適用。

放送法・電波法の特例

○ 再免許等における経理的基礎審査の免除

○ 放送番組審議機関の共同設置の可能化

○ あまねく普及努力義務の緩和

○ 地域向け自主制作番組確保努力義務の緩和

○ 役員兼任規制の上限の緩和（１／５→１／３）

経営基盤強化計画の作成・申請

○ 経営基盤強化による収益性の向上の程度

○ 経営基盤強化の内容

○ 経営基盤強化に伴う労務に関する事項

○ 番組同一化の内容

○ 地域性確保措置の内容

○ 特例役員兼任関係の内容

○ 地域性確保措置の内容

○ 多元性・多様性確保措置の内容
経営基盤の強化に向けた限られた人材の

有効活用等が可能に

総
務
大
臣
に
よ
る
指
定
放
送
対
象
地
域
の
指
定

番組制作費の削減やマスター等設備の統合、
県境の中継局設備の効率化等が可能に

マスメディア集中排除原則の特例の適用
を受けて役員兼任を拡大する場合

放送番組の同一化を行う場合 電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
・答
申

総
務
大
臣
の
認
定

放送番組の同一化を行う場合

マスメディア集中排除原則の特例の適用
を受けて役員兼任を拡大する場合
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11２．放送対象地域の見直しの方向性（案）

１．現状

２．課題

○ 放送対象地域は、「同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認
められる一定の区域」（放送法第９１条第２項第２号）であり、その地域の自然的、経済
的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して基幹放送普及計画
（告示）において定めることとされている（放送法第９１条第３項）。

○ 基幹放送普及計画においては、例えば、地上テレビジョン放送について、放送
対象地域は広域放送（関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏）及び県域放送と
定められているほか、当該放送対象地域ごとに放送系（同一の放送番組の放送を同時

に行うことのできる基幹放送局の総体（放送法第91条第２項第３号））の数の目標が定められて
いる。

出典：令和４年１月24日デジタル時代における放送制度の在り
方に関する検討会第４回会合株式会社テレビ朝日ホール
ディングス資料

○ 人口減少が進むほか、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広
がる現在においては、県域を基本とする現在の放送対象地域は、必ずしも
放送の地域性の確保につながらない部分があるのではないか。

○ 現在の放送対象地域は、地域社会の実態に必ずしも合っておらず、地域情報
の発信という観点から障害になっている部分もあるのではないか。

○ 経営基盤強化計画認定制度では放送番組の同一化が可能であるが、 （経営

リスクが顕在化する前に）積極的な経営戦略を描きたい場合に利用できない、
経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよく
ないといった意見もある。

○ 事業者からは、将来的な経営リスク顕在化の可能性に備え、固定的費用の抑
制の観点から、複数の放送対象地域における放送の同一化が要望されている。



12２．放送対象地域の見直しの方向性（案）

 放送事業者における経営の選択肢を増やす観点から、同一の放送番組の放送対象となる地域について柔軟化を図る方向で
検討すべきではないか。

 具体的には、
①複数の放送対象地域を１つの放送対象地域として新たに定めることや、
②放送対象地域は現行から変更せずに複数の放送対象地域において放送番組の同一化が可能となる制度を設ける
といった選択肢が考えられるのではないか。
・選択肢①については、放送番組の同一化を希望しない放送事業者にとっては経営の選択肢を狭めてしまうことや、マスメディ
ア集中排除原則の支配関係の基準が（少なくとも現行の基準を前提にした場合は）高まる（議決権保有割合：1/3→1/10）等の
課題がある。
・選択肢②については、経営基盤強化計画認定制度において放送番組の同一化が可能となっていることとの整合性について
一定の整理が必要。

 同一の放送番組の放送対象となる地域について柔軟化を図る場合、地域情報の発信を確保するための仕組を併せて措置す
べきか。
・地域情報の発信を確保するための仕組として、具体的にどのようなものが考えられるか。
・複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とする場合には、それぞれの放送対象地域において地域情報の発
信が確保されているかを視聴者が確認できる仕組とすべきではないか。
・事業者からは、第４回会合において、複数の放送対象地域において放送番組の同一化を行う場合でも、地域情報発信の維
持が大前提であり、既存の取材拠点の機能は堅持するとの説明があった。

３．見直しの方向性（案）



【参考】 放送対象地域の概要

都道府県数

４事業者以上 ３３都道府県

３事業者 ９県

２事業者以下 ５県

関東広域圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域

近畿広域圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県の各区域を併せた区域

中京広域圏：岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を
併せた区域

岡山県及び香川県の各区域を併せた区域

鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

(1) 規定の仕方
① 放送の主体（NHK、放送大学学園、民間基幹放送事業者）

② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）

等に基づき設定
(2) 具体例（地上テレビジョン放送）

① ＮＨＫ
関東広域圏、関東広域圏にある県を除く各道府県

② 民間基幹放送事業者
広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定

基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画において、放送対象地域ごとに普及させる放
送系の数の目標を設定。

(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務
基幹放送事業者は、放送対象地域内で、当該基幹放送があまねく受信できるように努めることとされている。
（ＮＨＫには、テレビジョン放送及び中波放送・超短波放送のいずれかが全国において受信できるように措置をすることが義務付け）

放送対象地域とは、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第９１条第２項第２号）のこと
であり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、基幹放送普及計画において規
定（放送法第９１条第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例
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